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【 請 求 項 １ 】
　 利 用 者 の 属 性 情 報 を 生 成 管 理 す る 個 人 属 性 情 報 生 成 管 理 部 と 、
ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て 相 手 先 に 送 る 前 記 属 性 情 報 の 変 更 可 能 な 項 目 を 前 記 相 手 先 が 特 定 で
き る よ う に 修 正 す る 第 １ の 個 人 属 性 情 報 保 護 部 と を 備 え る 。
【 請 求 項 ２ 】
　 利 用 者 の メ ー ル ア ド レ ス 、 名 称 及 び 所 在 地 情 報 を 含 む プ ロ フ ァ イ ル 情 報 ま た は 利 用 者 の
嗜 好 情 報 を 含 む プ リ フ ァ レ ン ス 情 報 を 内 容 と す る 利 用 者 の 属 性 情 報 を 生 成 管 理 す る 個 人 属
性 情 報 生 成 管 理 部 と 、
　 ネ ッ ト ワ ー ク を 通 じ て 相 手 先 に 送 る 前 記 属 性 情 報 の 変 更 可 能 な 項 目 を 前 記 相 手 先 が 特 定
で き る よ う に 修 正 す る 第 １ の 個 人 属 性 情 報 保 護 部 と
を 備 え 、 前 記 第 １ の 個 人 属 性 情 報 保 護 部 は 、 予 め 設 定 さ れ た 属 性 情 報 修 正 条 件 に 従 っ て 前
記 属 性 情 報 の 修 正 処 理 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ の 個 人 属 性 情 報 保 護 部 は 、 前 記 属 性 情 報 修 正 条 件 に 従 っ て 、 前 記 属 性 情 報 を 送
信 す る 相 手 先 と 利 用 者 と の 信 頼 性 を 表 す 情 報 に よ り 前 記 修 正 処 理 を 行 う か 否 か を 決 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の 個 人 属 性 情 報 保 護 部 は 、 修 正 し た 属 性 情 報 の 内 容 を 相 手 先 ご と に 管 理 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 端 末 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 利 用 者 の 属 性 情 報 を 生 成 管 理 す る 個 人 属 性 情 報 生 成 管 理 手 段 を 持 つ 端 末 装 置 の コ ン ピ ュ
ー タ を 制 御 す る プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 前 記 属 性 情 報 を 送 信 す る 送 信 先 が 前 記 属 性 情 報 に 信 頼 性 の 高 い 相 手 先 と し て 記 録 さ れ て
い る か 否 か を 識 別 す る 手 順 と 、
　 送 信 先 が 信 頼 性 の 高 い 相 手 先 と し て 記 録 さ れ て い な い と き に 、 前 記 属 性 情 報 に 記 録 さ れ
た 複 数 の メ ー ル ア ド レ ス の 中 か ら 未 使 用 の メ ー ル ア ド レ ス を 選 択 し 、 ま た は 、 新 た な メ ー
ル ア ド レ ス を 一 時 的 に 生 成 す る 手 順 と 、
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　 前 記 属 性 情 報 の メ ー ル ア ド レ ス を 、 選 択 し た 前 記 メ ー ル ア ド レ ス 、 ま た は 、 新 た に 生 成
し た 前 記 メ ー ル ア ド レ ス に 修 正 す る 手 順 と 、
　 送 信 先 が 信 頼 性 の 高 い 相 手 先 と し て 記 録 さ れ て い た と き に 、 当 該 送 信 先 に 過 去 に 送 信 し
た メ ー ル ア ド レ ス を 検 索 す る 手 順 と 、
　 前 記 属 性 情 報 の メ ー ル ア ド レ ス を 、 検 索 で 得 ら れ た 前 記 メ ー ル ア ド レ ス に 修 正 す る 手 順
と
を 実 行 さ せ る た め の プ ロ グ ラ ム 。
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